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第１５０号 福祉情報誌 福丼  令和２年５月１日 

 社協活動基本目標 ： わたしたちは、ボランティア活動に参加し、共に喜び合える福祉のまちをつくりましょう 

サンタプロジェクト 
－公益社団法人 島尻青年会議所－ 

 

 

令
和
２
年
４
月

日
、
島
尻
青
年
会
議
所
の
社
会

開
発
委
員
会
委
員
長
の
佐
久
本
幸
奈
（
さ
く
も
と 

ゆ
き
な
）
さ
ん
と
宮
里
洋
史
（
み
や
ざ
と 

ひ
ろ
ふ

み
）
さ

ん

が
、
「
に

し

は

ら

が

じ

ゅ

ま

ー

る

教

室
」
（
西
原
町
運
営
委
託
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
エ
ン
カ
レ
ッ

ジ
）
を
訪
れ
、
ラ
ー
メ
ン
６
箱
を
寄
贈
し
ま
し
た
。 

那
覇
市
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
『
サ
ン
タ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
』
は
、
地
域
の
企
業
が
協
賛
し
、
子
ど
も
の
居
場
所

づ
く
り
事
業
で
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
る
子
供
達
を
支
援

す
る
目
的
で
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
の
取
り
組
み
で
は
、

サ
ン
タ
カ
ー
ド
を
通
し
て
、
協
力
し
た
企
業
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
支
援
を
受
け
た
子
ど
も
達
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
、
お
互
い
の
気
持
ち
を
交
換
し
て

い
る
そ
う
で
す
。
佐
久
本
さ
ん
と
宮
里
さ
ん
か
ら
は
、

「
地
域
の
企
業
が
地
域
の
子
ど
も
達
を
支
え
る
こ
と
で
、

み
な
さ
ん
は
１
人
じ
ゃ
な
い
よ
と
伝
え
て
い
き
た
い
。
今

後
も
島
尻
エ
リ
ア
で
支
援
の
輪
を
広
げ
て
い
き
た
い
。
」

と
話
さ
れ
ま
し
た
。 

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
エ
ン
カ
レ
ッ
ジ
の
神
谷
さ
ん
か
ら
は
、

「
支
援
を
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
も
西
原

町
役
場
子
ど
も
課
と
連
携
し
、
事
業
を
展
開
し
て
い
き
た

い
。
」
と
お
礼
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。 

戸別会員 各世帯を対象としております。 １世帯 500円 

賛助会員 
社協事業に賛同いただける篤志家の皆様を

対象としております。 
１人 1,000円 

団体会員 
福祉施設や福祉団体、保育園などを対象と

しております。 
１口 5,000円 

特別会員 町内外の事業所を対象としております。 １口 5,000円 

お問合せ：西原町社会福祉協議会 （担当／比嘉）   電話：098-945-3651 

社会福祉協議会では、地域住民の誰もが住みなれた地域で、安心して生活ができるようぬくも

りのある地域を形成し、住民と協働で地域福祉の充実と増進に努めています。住民の多様なニー

ズに応えるため、各種サービス事業を展開していますが、その財源は皆様より納入頂いた社協会

費で賄われています。安心して生活することのできる福祉のまちにしはらの実現のため、有効に

活用させて頂いております。ぜひ社協会員の加入にご協力お願い致します。 

 西原町社会福祉協議会では、町内の各自治会・事業所と協働で、誰もが

住み慣れた地域で安心して生活できるよう、積極的に地域の見守り活動に

取り組んでいます。 

 現在、39か所の事業所様と「地域見守り隊協定」を結び、業務の範囲内

において見守り活動を行っていただいています。しかしながら、まだまだ

備えが不十分であり、地域の方々とより多くの事業所の皆さまのご協力を

頂きながら町内全体において重層的に見守りネットを張り、いち早く異変に気づく見守り活動に取り組

んでいきたいと思っています。本事業に関する説明を聞いてみたい事業所様がいましたらお気軽に担当

までご連絡ください。 （担当／下地・新崎） 

 



○営業日 

 毎週月曜日～金曜日 

 （土・日・祝日は休み） 

○開所時間 

 ８：３０～１７：１５  

 TEL：943-6251 

社協基本活動目標 ： わたしたちは、知恵や創造性を生かした心豊かな福祉のまちを作りましょう 

 

先
日
、
中
央
公
民
館
道
路
沿
い
の
花

壇
に
、
ひ
ま
わ
り
と
色
と
り
ど
り
の
ベ

ゴ
ニ
ア
を
丁
寧
に
植
え
付
ま
し
た
。 

 
 

 

毎
日
心
を
込
め
て
大
切
に
育
て
て
き

た
花
が
明
る
く
咲
き
誇
る
姿
を
み
て
、

利
用
者
さ
ん
達
た
ち
も
達
成
感
に
包
ま

れ
て
い
ま
し
た
。
今
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
な
ど
の
流
行
で
大
変
な
時
期
で
す

が
、
日
々
小
さ
な
幸
せ
を
見
つ
け
て
心

に
潤
い
を
補
給
し
な
が
ら
乗
り
切
っ
て

い
き
た
い
で
す
ね
。 

「
は
ば
た
き
の
お
米
美
味
し
い
さ

～
」
リ
ピ
ー
タ
ー
多
く
大
好
評
！ 

町
内
無
料
配
達
も
行
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
賞
味
下
さ
い
。 

内
祝
、
合
格
祝
い
な
ど
各
種
ギ
フ

ト
の
注
文
も
承
り
ま
す
。  

第１５０号 福祉情報誌 福丼   令和２年５月１日 

開館日： 毎週月曜日～土曜日  時間： 9時～1７時   休館日： 日曜日・祝日・年末年始・慰霊の日（6月23日） 
 

対象者： 西原町在住・在勤の40歳以上の方           利用料： １００円【マッサージ器具などを利用できます】 
 

場  所： 西原町字与那城135番地（中央公民館隣）    電   話： ０９８－９４６－１７３４ 

西原町介護予防拠点施設 

 

県
内
に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
市
中
感
染
の
疑
い

が
あ
る
事
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
対
策
と
し

て
町
内
の
感
染
・
感
染
拡
大
を
出
来
る
限
り
抑
え
る
為
に
、 

左
記
の
と
お
り
休
館
致
し
ま
す
。 

 

休
館
期
間
：
４
月
６
日(

月)

～
５
月

日(

日) 

  

ま
た
、
４
月
よ
り
順
次
開
催
予
定
で
し
た
「
ロ
コ
フ
ィ
ッ

ト
体
操
教
室
」
・
「
じ
ん
ぶ
ん
教
室
」
も
、
と
も
に
開
催
を
見

合
わ
せ
て
お
り
ま
す
。
利
用
者
の
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。  

 

    

   

※
閉
館
期
間
は
、
今
後
の
感
染
状
況
に
よ
り
延
長
す
る
場
合
が

ご
ざ
い
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 

お
問
い
合
わ
せ 

０
９
８
ー
９
４
６
ー
１
７
３
４ 

 

銘柄 産年 
税込価格（円） 

3kg(円) 5㎏(円) 

新潟産 こしひかり 元年 1,690  2,810  

熊本産 こしひかり(特別栽培米) 元年 1,560  2,600  

沖縄産 ひとめぼれ(石垣産) 元年 1,430  2,380  

青森産 つがるロマン 元年 1,360  2,150  

◆１㎏、２㎏、４㎏も可能。化粧箱・クラフト米袋は別途（150円） 



 

社協活動基本目標 ： わたしたちは、おもいやりいたわりあう心で住みよい福祉のまちをつくりましょう 

令和２年５月１日 福祉情報誌 福丼 第１５０号 

◆    合同会社琉 デイサービス孫の手 様より ３万円 

◆ 
・城間虎雄 様より（セロリ、ほうれんそう）、匿名希望 様より（トマト）、匿名希望 様より（にんじん） 

◆ 
・喜屋武 千之 様より テレビ 

社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世

帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例

貸付を実施しております。特例貸付の具体的な内容は下記の通りです。 

西原町社会福祉協議会  098-945-3651  

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ 

 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場

合に、少額の費用の貸付を行います。 

対象者 
 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等による

収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のた

めの貸付を必要とする世帯。 

貸付上限額 
・１０万円以内 

・（特例）個人事業主、学校等の休業等などの場合 

 ２０万円以内 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■据置期間 ：１年以内 

■償還期限 ：２年以内 

■貸付利子 ：無利子 

■保 証 人 ：不要 

 生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行

います。 

対象者 
 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や

失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困

難となっている世帯。 

貸付上限額 
・（２名以上）月２０万円以内 

・（単身）月１５万円以内 

貸付期間  原則３ヶ月以内 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■据置期間 ：１年以内 

■償還期限 ：１０年以内 

■貸付利子 ：無利子 

■保 証 人 ：不要 

※注 原則、生活困窮者自立支援制度による継続

的な支援をうけることが要件となります。 

１ 運転免許証（本人確認書類及び住所確認書類） 

２ 健康保険証 

３ 

【収入減を証明する書類 】  

コロナの影響を受ける前の給与額と影響を受けた後の給与額が確認できるもの。

給料明細及び給与が振込されている通帳。 

４ 印鑑（シャチハタ不可）  

５ 振込先口座の通帳 ※申込者本人 

６ 住民票謄本（本籍地記載あり）  

※１世帯１回の申込みです。 


